
第３３号議案 

   令和２年度大山崎町一般会計補正予算（第１１号） 

 令和２年度大山崎町の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，６８６，４１７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

  令和３年３月２３日 提 出 

大山崎町長 前川 光   
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１　変　更

補 正 前 補 正 後

千円 千円

４　衛生費 １　保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 27,453 29,193

第２表　繰越明許費補正

款 項 事 業 名
金 額
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